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�愛媛県条例第２８号
愛媛県核燃料税条例を次のように公布する。

令和５年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県核燃料税条例

（課税の根拠）

第１条 県は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第４条第３項の規定に基づき、核燃料税を課する。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

� 発電用原子炉 原子力基本法（昭和３０年法律第１８６号）第３条第４号に規定する原子炉で発電の用に供するものをいう。

� 核燃料 原子力基本法第３条第２号に規定する核燃料物質（以下「核燃料物質」という。）で発電用原子炉に燃料として使用するこ

とができる形状又は組成のものをいう。

� 発電用原子炉施設 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」とい

う。）第４３条の３の５第２項第５号に規定する発電用原子炉施設をいう。

� 使用済燃料 発電用原子炉に燃料として使用した核燃料物質でその取得価額を電気事業会計規則（昭和４０年通商産業省令第５７号）第

２４条の核燃料勘定から除去したものをいう。

� 価額割 発電用原子炉に挿入された核燃料の価額によって課する核燃料税をいう。

� 出力割 発電用原子炉の熱出力によって課する核燃料税をいう。

� 核燃料物質重量割 発電用原子炉施設に貯蔵されている使用済燃料の重量によって課する核燃料税をいう。

（賦課徴収）

第３条 核燃料税の賦課徴収については、法令又はこの条例に別段の定めがあるものを除くほか、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛

県条例第２１号。以下「県税条例」という。）の定めるところによる。

（価額割の納税義務者等）

第４条 価額割は、核燃料の発電用原子炉への挿入に対し、当該発電用原子炉の設置者に課する。

２ 前項の核燃料の発電用原子炉への挿入は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日になされたものとする。

� 発電用原子炉の設置後最初に核燃料の装荷が行われた場合 原子炉等規制法第４３条の３の１１第２項に規定する使用前事業者検査につ

いて同条第３項の規定による原子力規制委員会の確認を受けた日又は電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４９条第１項の規定により

原子力規制委員会及び経済産業大臣が行う使用前検査に合格した日のいずれか遅い日（以下「使用前事業者検査確認日等」という。）

� 発電用原子炉について原子炉等規制法第４３条の３の１６第２項に規定する定期事業者検査の期間内に核燃料の当該発電用原子炉への装

荷が行われた場合 当該定期事業者検査が終了した日

� 前２号に掲げる場合のほか、核燃料の発電用原子炉への装荷が行われた場合 当該装荷が終了した日

（出力割の納税義務者等）

第５条 出力割は、発電用原子炉を設置して行う運転及び廃止に係る事業に対し、当該発電用原子炉の設置者に課する。

２ 出力割の課税標準の算定の基礎となる期間（以下「課税期間」という。）は、次に掲げる期間とする。

� ４月１日から６月３０日まで

� ７月１日から９月３０日まで
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� １０月１日から１２月３１日まで

� １月１日から３月３１日まで

３ 発電用原子炉の設置後最初に核燃料の装荷が行われた場合における使用前事業者検査確認日等（前項各号の期間の初日を除く。）の属

する一の課税期間は、同項の規定にかかわらず、当該使用前事業者検査確認日等から当該使用前事業者検査確認日等の属する同項各号の

期間の末日までとする。

４ 原子炉等規制法第４３条の３の３４第２項の規定による認可を受けた日（以下「認可日」という。）（第２項各号の期間の末日を除く。）

の属する一の課税期間及び当該課税期間の翌課税期間は、第２項の規定にかかわらず、次に掲げる期間とする。

� 当該認可日の属する第２項各号の期間の初日から当該認可日の属する月の末日まで

� 当該認可日の属する月の翌月の初日から同日の属する第２項各号の期間の末日まで

５ 原子炉等規制法第４３条の３の３４第３項において準用する原子炉等規制法第１２条の６第８項の規定により廃止措置の結果が基準に適合し

ていることについて確認を受けた日（以下「廃止措置確認日」という。）（第２項各号の期間の末日を除く。）の属する一の課税期間は、

第２項の規定にかかわらず、当該廃止措置確認日の属する同項各号の期間の初日から当該廃止措置確認日までとする。

（核燃料物質重量割の納税義務者等）

第６条 核燃料物質重量割は、発電用原子炉施設における使用済燃料の貯蔵に対し、当該発電用原子炉施設の設置者に課する。

２ 核燃料物質重量割の賦課期日は、４月１日とする。

（課税標準）

第７条 核燃料税の課税標準は、価額割にあっては発電用原子炉に挿入された核燃料（当該核燃料の発電用原子炉への挿入に対して既に価

額割が課され、又は課されるべきであったものを除く。第１０条第１項において同じ。）の価額とし、出力割にあっては課税期間の末日

（廃止措置確認日の属する課税期間にあっては、当該廃止措置確認日の前日）現在における発電用原子炉の熱出力とし、核燃料物質重量

割にあっては発電用原子炉施設に貯蔵されている使用済燃料の重量とする。

２ 前項の価額は、電気事業会計規則第２５条及び第２６条の規定により算定した取得原価とする。

３ 第１項の熱出力は、原子炉等規制法第４３条の３の５第１項の許可（原子炉等規制法第４３条の３の８第１項本文の許可を受けた場合は、

当該許可）に係る発電用原子炉の原子炉等規制法第４３条の３の５第２項第３号の熱出力とする。

４ 課税期間が３月に満たない場合における第１項の熱出力は、当該熱出力に当該課税期間の月数を乗じて得た熱出力を３で除して得た熱

出力とする。この場合における月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とする。

５ 第１項の重量は、原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量とする。

（税率）

第８条 価額割の税率は、１００分の８．５とする。

２ 出力割の税率は、一の課税期間ごとに、１，０００キロワットにつき５９，０００円（認可日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間にあ

っては、２９，５００円）とする。

３ 核燃料物質重量割の税率は、１キログラムにつき６００円とする。

（徴収の方法）

第９条 核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。

（申告納付の手続等）

第１０条 価額割の納税義務者は、核燃料を発電用原子炉に挿入した日から起算して２月（第４条第２項第１号に掲げる場合にあっては、３

月）を経過する日の属する月の末日（第７条第２項の取得原価が確定しないことその他やむを得ない理由により同日までに申告納付する

ことができないと認められるときは、知事が指定した日）までに、規則で定めるところにより、当該核燃料の挿入に対して課する価額割

の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

２ 出力割の納税義務者は、課税期間の末日の翌日から起算して２月を経過する日までに、規則で定めるところにより、当該課税期間にお

ける出力割の課税標準たる熱出力及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付しな

ければならない。

３ 核燃料物質重量割の納税義務者は、毎年５月３１日までに、規則で定めるところにより、賦課期日における核燃料物質重量割の課税標

準たる重量及び税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

（期限後申告等）

第１１条 前条の規定により申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、法第２７６条第４項の規定による核燃料税の決定

の通知があるまでは、前条の規定により申告納付することができる。

２ 前条又は前項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額若しくは課税標準たる

熱出力若しくは重量又は税額を修正しなければならない場合においては、規則で定めるところにより、遅滞なく、修正申告書を提出する

とともに、その修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

（更正及び決定に関する通知）

第１２条 法第２７６条第４項の規定による核燃料税の更正又は決定の通知、法第２７８条第６項の規定による核燃料税の過少申告加算金額又は不

申告加算金額の決定の通知及び法第２７９条第５項の規定による核燃料税の重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書により行うも

のとする。
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（不足税額等の納付手続）

第１３条 核燃料税の納税義務者は、前条の通知書により通知を受けた場合には、当該通知書に係る不足税額（更正により増加した税額又は

決定による税額をいう。）及び過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額を当該通知書に記載された納期限までに納付しなけれ

ばならない。

（納税地等）

第１４条 核燃料税の賦課徴収に関する県税条例の適用については、県税条例第３条第１号中「固定資産税」とあるのは
「固定資産税

と、
核燃料税 」

「� 固定資産税 償却資産の所在地

県税条例第４条第１項中「� 固定資産税 償却資産の所在地」とあるのは �の２ 核燃料税 価額割及び出力割にあつては、発電用

核燃料物質重量割にあつては、発電用

原子炉の所在地 と、県税条例第８条第１項中「この条例」とあるのは「この条例若しくは愛媛県核燃料税条例（令和５年愛媛県条

原子炉施設の所在地」

例第２８号）」とする。

（規則への委任）

第１５条 この条例に定めるもののほか、核燃料税の賦課徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、法第２５９条第１項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して４月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。

（経過措置）

２ この条例の規定中価額割に関する部分は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に発電用原子炉に挿入された核燃料の施

行日以後における発電用原子炉への挿入については、適用しない。

３ この条例の施行の際現に発電用原子炉を設置して運転及び廃止に係る事業を行っている場合における施行日（第５条第２項各号、第４

項各号及び第５項の期間の初日を除く。）の属する一の課税期間は、同条第２項、第４項及び第５項の規定にかかわらず、当該施行日か

ら当該施行日の属する同条第２項各号、第４項各号又は第５項の期間の末日までとする。

（有効期間等）

４ この条例は、施行日から起算して５年間（以下「有効期間」という。）その効力を有する。

５ この条例は、有効期間中における核燃料の発電用原子炉への挿入、発電用原子炉を設置して行う運転及び廃止に係る事業並びに発電用

原子炉施設における使用済燃料の貯蔵に対して課した、又は課すべきであった核燃料税については、前項の規定にかかわらず、有効期間

経過後においても、なおその効力を有する。

６ 第５条第２項各号、第３項、第４項各号又は第５項の期間の中途において有効期間が満了する場合は、同条第２項から第５項までの規

定にかかわらず、これらの期間の初日から当該有効期間の満了の日までを一の課税期間とする。

７ 有効期間の満了の日（月の末日を除く。以下「満了日」という。）と廃止措置確認日とが同じ月に属する場合で廃止措置確認日が満了

日までに到来するとき及び前項の場合における第７条第４項後段の規定の適用については、同項後段中「１月とする」とあるのは、「切

り捨てる」とする。

�愛媛県条例第２９号
旅館業法施行条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和５年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

旅館業法施行条例の一部を改正する条例

旅館業法施行条例（昭和３２年愛媛県条例第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この条例は、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号。以下

「法」という。）第３条第３項第３号及び第４項（これらの規定

を法第３条の２第２項、第３条の３第２項及び第３条の４第３項

において準用する場合を含む。）、第４条第２項並びに第５条第

１項第４号並びに旅館業法施行令（昭和３２年政令第１５２号。以下

（趣旨）

第１条 この条例は、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号。以下

「法」という。）第３条第３項第３号及び第４項（これらの規定

を法第３条の２第２項及び第３条の３第３項

において準用する場合を含む。）、第４条第２項並びに第５条第

３号 並びに旅館業法施行令（昭和３２年政令第１５２号。以下
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附 則

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第

５２号）の施行の日から施行する。

�愛媛県条例第３０号
愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和５年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

「政令」という。）第１条第１項第８号、第２項第７号及び第３

項第５号並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条の規

定に基づき、清純な施設環境を保持しなければならない施設、そ

の施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうか

について意見を求める者、宿泊施設の衛生について講じなければ

ならない必要な措置の基準、宿泊を拒むことができる事由及び構

造設備の基準並びに法の規定に基づく事務の手数料について必要

な事項を定めるものとする。

（清純な施設環境を保持しなければならない施設）

第２条 法第３条第３項第３号（法第３条の２第２項、第３条の３

第２項及び第３条の４第３項において準用する場合を含む。）の

条例で定める施設は、次に掲げる施設とする。

�～� 省略

２ 省略

（宿泊拒否の事由）

第５条 営業者は、法第５条第１項に規定する場合のほか、次の各

号のいずれかに該当するときは、宿泊を拒むことができる。

�～� 省略

（手数料）

第６条 法第３条第１項又は第３条の２第１項、第３条の３第１項

若しくは第３条の４第１項の規定に基づく許可又は承認を受けよ

うとする者は、当該許可又は承認の申請の際に手数料を納付しな

ければならない。

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、次

のとおりとする。

� 省略

� 法第３条の２第１項、第３条の３第１項又は第３条の４第１

項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請

手数料 １件につき ７，４００円

３ 省略

「政令」という。）第１条第１項第８号、第２項第７号及び第３

項第５号並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条の規

定に基づき、清純な施設環境を保持しなければならない施設、そ

の施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうか

について意見を求める者、宿泊施設の衛生について講じなければ

ならない必要な措置の基準、宿泊を拒むことができる事由及び構

造設備の基準並びに法の規定に基づく事務の手数料について必要

な事項を定めるものとする。

（清純な施設環境を保持しなければならない施設）

第２条 法第３条第３項第３号（法第３条の２第２項及び第３条の

３第３項 において準用する場合を含む。）の

条例で定める施設は、次に掲げる施設とする。

�～� 省略

２ 省略

（宿泊拒否の事由）

第５条 営業者は、法第５条 に規定する場合のほか、次の各

号のいずれかに該当するときは、宿泊を拒むことができる。

�～� 省略

（手数料）

第６条 法第３条第１項又は第３条の２第１項若しくは第３条の３

第１項 の規定に基づく許可又は承認を受けよ

うとする者は、当該許可又は承認の申請の際に手数料を納付しな

ければならない。

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額は、次

のとおりとする。

� 省略

� 法第３条の２第１項又は第３条の３第１項

の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請

手数料 １件につき ７，４００円

３ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事 務 市 町 事 務 市 町

１～５９の４ 省略 １～５９の４ 省略

５９の５ 就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法

律 第７７号。以 下 こ の 項 に お い て「法」と い

う。）に基づく事務のうち、次に掲げるもの

松山市 ５９の５ 就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法

律 第７７号。以 下 こ の 項 に お い て「法」と い

う。）に基づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第３条第１０項の規定に基づく同条第１項又

松山市
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第３１号
えひめ森林公園管理条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和５年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

えひめ森林公園管理条例の一部を改正する条例

えひめ森林公園管理条例（平成１７年愛媛県条例第６５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 法第３条第１１項の規定に基づく設置した幼保

連携型認定こども園以外の認定こども園に係

る事項を記載した書類の受理に関する事務

� 法第１８条第２項の規定に基づく設置した幼保

連携型認定こども園に係る事項を記載した書

類の受理に関する事務

� 法第２８条の規定に基づく教育保育概要等の周

知に関する事務（松山市長がした法第３条第

１項又は第３項の認定、同条第１０項の公示及

び法第１７条第１項の認可に係る施設並びに松

山市が設置した幼保連携型認定こども園（以

下この項において「市長認定等施設」とい

う。）に係るものに限る。）

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

は第３項の認定に係る申請書の写しの受理に

関する事務

� 法第３条第１２項の規定に基づく設置した幼保

連携型認定こども園以外の認定こども園に係

る事項を記載した書類の受理に関する事務

� 法第１８条第２項の規定に基づく法第１７条第１

項の認可に係る書類の写しの受理に関する事

務

� 法第１８条第３項の規定に基づく設置した幼保

連携型認定こども園に係る事項を記載した書

類の受理に関する事務

� 法第２８条の規定に基づく教育保育概要等の周

知に関する事務（松山市長がした法第３条第

１項又は第３項の認定、同条第１１項の公示及

び法第１７条第１項の認可に係る施設並びに松

山市が設置した幼保連携型認定こども園（以

下この項において「市長認定等施設」とい

う。）に係るものに限る。）

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

５９の６～６２ 省略 ５９の６～６２ 省略

改 正 後 改 正 前

（業務）

第２条 公園は、次に掲げる業務を行う。

�～� 省略

� 施設の提供に関すること。

� 省略

（指定管理者が行う業務）

第３条 公園の指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４４条の２第３項の規定に基づき、知事が指定する法人その他の

団体をいう。以下「指定管理者」という。）は、次に掲げる業務

を行わなければならない。

� 前条各号 に掲げる業務の実施に関すること。

� 省略

� 公園の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の収受

に関すること。

（業務等）

第２条 公園は、次に掲げる業務を行う。

�～� 省略

� 省略

２ 公園の施設は、別表第１のとおりとする。

（指定管理者が行う業務）

第３条 公園の指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４４条の２第３項の規定に基づき、知事が指定する法人その他の

団体をいう。以下「指定管理者」という。）は、次に掲げる業務

を行わなければならない。

� 前条第１項各号に掲げる業務の実施に関すること。

� 省略
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� 省略

� 省略

� 省略

（休園日等）

第５条 省略

２ キャンプ場の利用期間は、４月１日から１０月３１日までとする。

ただし、前条第１項の開園時間内に利用する場合は、この限りで

ない。

� 省略

� 省略

� 省略

（休園日等）

第５条 省略

２ 次の表の左欄に掲げる施設の利用期間は、それぞれ同表の右欄

に掲げる期間とする。

キャンプ場 ６月１日から９月３０日まで

実習用苗畑 ３月１日から１１月３０日まで

３・４ 省略

（自由利用）

第６条 公園は、別表第１に掲げる施設、指定管理者が定める附属

設備及び備品、県民参加の森（森林体験活動（伐採、下刈り、枝

打ちその他の知事が定める活動をいう。以下同じ。）のため利用

する場合に限る。）並びに管理運営上支障がある施設等を除き、

自由な利用に供する。

（利用の許可）

第９条 次 に掲げる施設等を利用しようとする者は、指定管

理者の定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければな

らない。これを変更しようとするときも、同様とする。

� 別表第１に掲げる施設

� 指定管理者が定める附属設備及び備品

２～４ 省略

（許可の基準）

第１０条 指定管理者は、前条第１項各号に掲げる施設等を利用しよ

うとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同

項 の許可をしないものとする。公園の管理運営上やむを得

ない理由があるときも、同様とする。

�・� 省略

２ 省略

第１１条 省略

（利用料金の納付）

第１２条 別表第２に掲げる施設並びに指定管理者が定める附属設備

及び備品を利用する者は、利用料金を指定管理者に納付しなけれ

ばならない。

２ 利用料金は、公園の利用の前に納付しなければならない。ただ

し、指定管理者が必要と認めるときは、後納させ、又は分納させ

ることができる。

３ 利用料金は、指定管理者の収入とする。

（利用料金の額）

第１３条 利用料金の額は、別表第２に定める額の範囲内で指定管理

者が定める額とする。

２ 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる附属設備及び備品

の利用料金の額は、当該各号に定める額とする。

� コインシャワー １回につき２００円の範囲内で指定管理者が

定める額

� 前号のコインシャワー以外の指定管理者が定める附属設備及

び備品 実費を勘案して指定管理者が定める額

３ 指定管理者は、利用料金の額を定めようとするときは、あらか

じめ知事の承認を受けなければならない。その額を変更しようと

するときも、同様とする。

４ 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、利用料金の額を公

３・４ 省略

（自由利用）

第６条 公園は、別表第２に掲げる施設

、県民参加の森（森林体験活動（伐採、下刈り、枝

打ちその他の知事が定める活動をいう。以下同じ。）のため利用

する場合に限る。）及び 管理運営上支障がある施設等を除き、

自由な利用に供する。

（利用の許可）

第９条 別表第２に掲げる施設 を利用しようとする者は、指定管

理者の定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければな

らない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２～４ 省略

（許可の基準）

第１０条 指定管理者は、別表第２ に掲げる施設 を利用しよ

うとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前

条第１項の許可をしないものとする。公園の管理運営上やむを得

ない理由があるときも、同様とする。

�・� 省略

２ 省略

第１１条 省略
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附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第３２号
知事及び副知事の給料の減額に関する条例を次のように公布する。

令和５年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

表しなければならない。

（利用料金の減免）

第１４条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利

用料金を減免することができる。

� 県又は指定管理者が公園の目的を達成するために利用すると

き。

� 知事が特に必要があると認めて指示するとき。

� 指定管理者が公園の施設等を利用する者の間の均衡を失しな

い範囲内において適当と認めるとき。

（利用料金の不還付）

第１５条 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

� 天災その他別表第２に掲げる施設並びに指定管理者が定める

附属設備及び備品を利用する者の責めに帰することができない

理由により利用が不能となったとき。

� 前号に掲げるもののほか、指定管理者がやむを得ないと認め

たとき。

第１６条 省略

第１７条 省略

別表第１（第６条、第９条関係）

第１２条 省略

第１３条 省略

別表第１（第２条 関係）

１ 森林学習展示館研修室

２ 省略

３ キャンプサイト

４ バンガロー

５ 省略

６ イベント広場（イベントの開催のため利用する場合に限

る。）

１ 森林学習展示館

２ 省略

３ キャンプ場

４ 省略

５ 県民参加の森

６ 樹木園

７ 山菜栽培園

８ きのこ栽培園

９ 昆虫観察飼育施設

１０ 自然観察道

１１ 駐車場

１２ その他の施設

別表第２（第１２条、第１３条、第１５条関係） 別表第２（第６条、第９条、第１０条関係）

区 分 単 位 金額 １ 森林学習展示館研修室

２ フィールドアスレチック

３ キャンプ場

４ 実習用苗畑

森林学習展示館研修室 １時間につき ９００円

キャンプサイト １区画１回につき ２，０００円

バンガロー １棟１回につき ５，０００円

備考１ 利用時間に１時間未満の端数があるときは、その端数

を１時間として計算する。

２ 利用時間が１時間未満のときは、１時間として計算す

る。
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知事及び副知事の給料の減額に関する条例

令和５年１１月分の知事及び副知事（知事が定める者に限る。）の給料月額は、知事等の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第

６号）第２条本文の規定にかかわらず、同条本文の規定による額からそれぞれその１０分の１に相当する額を減じて得た額とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和５年１０月１３日 発行


